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従業者の適切な員数の確保について 

 
 
 
 
 
 
 
○サービス利用者数が少ない月があったので、介護職員の勤務時間を減らし、常勤換算で２．５人未満 
 となった。 
 
 
○午後からの日帰り出張や、事務職員として勤務していた時間も、勤務延時間に含めていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ○従業員自身が、自分が居宅・訪問介護事業所のヘルパーとして勤務しているのか、有料老人ホームの 

  職員として勤務しているのか分からない。 

                      
 

   

 ○有料老人ホームでの勤務時間を、居宅・訪問介護事業所のヘルパーとしての勤務時間に含めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

有料老人ホーム 

 

 

勤務時間に含めることが可能な範囲 

法定給付サービスの事業所（居宅介護や訪問介護事業所など）が、有料老人ホームやグ 

ループハウスと併設されている場合、職員の勤務や勤務表が区分されていますか？ 

ホーム 
勤務？  訪問介  

 護員？ 

居宅介護や重度訪問介護等を行うなかで、指定基準上、必要となる介護職員の常勤換

算２．５人以上を満たしていますか？ 

 

「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間（又は当該事

業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む））として明確に位置づけ

られている時間の合計数」のことです。 
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旭川太郎さんが、居宅介護事業所と、併設する有料老人ホームの両方に４時間ずつ勤務している場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○管理者兼サービス提供責任者が、有料老人ホームの業務も兼務している場合、「専らその職務に 

 従事する常勤」職員に該当しなくなってしまう。 

  

 

 

 

 

○常勤として配置されるべきサービス提供責任者が、非常勤になってしまう。 
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         ↑指導監査課提出用 

居宅・訪問介護と、有料で勤務時間を区別 

（有料の時間を、勤務形態一覧表の時間から除外する） 
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原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に

従事しないことをいいます（常勤・非常勤の別を問いません）。 

「専ら従事
する」とは？ 


